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１

丘陵地区の事業は・・・丘陵地区の事業は・・・

丘陵地区事業計画素案の概要について丘陵地区事業計画素案の概要について

丘陵地区は『基本構想』に基づいたゾーニングにより

の３つのゾーンに分類しています

丘陵地区は『基本構想』に基づいたゾーニングにより

の３つのゾーンに分類しています

都市的整備都市的整備 農的整備農的整備 自然保全自然保全

「都市整備ゾーン」を「都市整備ゾーン」を『『土地区画整理事業土地区画整理事業』』
「農整備ゾーン」を「農整備ゾーン」を『『土地改良事業土地改良事業』』

として進めていきます。として進めていきます。



２

丘陵地区の事業を進めるために、必要なこと丘陵地区の事業を進めるために、必要なこと

丘陵地区事業計画素案の概要について丘陵地区事業計画素案の概要について

① 地権者の意向を把握し、事業参加者を決定する。

② 事業化に伴う財源を確保する。

③ 関係法令に基づく手続きを行なう。

① 地権者の意向を把握し、事業参加者を決定する。

② 事業化に伴う財源を確保する。

③ 関係法令に基づく手続きを行なう。

そのためにそのために

① 事業参加者への条件の提示

② 希望する土地利用エリアへ土地交換を実施できるようルール
を確立する

③ スケジュール

① 事業参加者への条件の提示

② 希望する土地利用エリアへ土地交換を実施できるようルール
を確立する

③ スケジュール

地権者に早期に示していく必要があります。地権者に早期に示していく必要があります。



３

事業参加を集約するために、必要なこと事業参加を集約するために、必要なこと

丘陵地区事業計画素案の概要について丘陵地区事業計画素案の概要について

① 事業参加者への条件
・土地利用条件や事業手法、負担内容などの事業計画の提
示を行なう。（今回の素案内容）

・現在、事業計画策定作業を進めており、内容の精度を上
げて順次地元説明等で提示していく。

② 土地交換を実施できるようルールを確立する
・学識経験者や専門家による土地交換ワーキングにより検討を
進め、「土地交換ルール」 を確立する。

（現段階では方向性の確認）

③ スケジュール

・地権者が「いつまで」に事業参加への意向を決めてもら
う必要があるのかを提示する。（今回の素案内容）

① 事業参加者への条件
・土地利用条件や事業手法、負担内容などの事業計画の提
示を行なう。（今回の素案内容）

・現在、事業計画策定作業を進めており、内容の精度を上
げて順次地元説明等で提示していく。

② 土地交換を実施できるようルールを確立する
・学識経験者や専門家による土地交換ワーキングにより検討を
進め、「土地交換ルール」 を確立する。

（現段階では方向性の確認）

③ スケジュール

・地権者が「いつまで」に事業参加への意向を決めてもら
う必要があるのかを提示する。（今回の素案内容）



４

１．「事業内容」について１．「事業内容」について

平成26年度から平成37年度まで（12ヵ年）予定事業期間

市街化区域編入を予定都市計画法上

事業参加者で構成される（仮称）岸和田市丘陵
土地区画整理組合を設立する

事業主体

（仮称）岸和田市丘陵土地区画整理事業事業名

１－１１－１ 「都市的整備エリア」について「都市的整備エリア」について

『『土地区画整理事業土地区画整理事業』』は、事業区域を市街化区域に編は、事業区域を市街化区域に編
入して、宅地や商業、業務地などの立地が可能となる入して、宅地や商業、業務地などの立地が可能となる
ようなまちづくりを行ないます。ようなまちづくりを行ないます。



５

１．「事業内容」について１．「事業内容」について

平成25年度から平成29年度まで（５ヵ年）予定事業期間

農業振興法による農用地指定を予定適用法令

事業者は大阪府を予定。実施については事業
参加者で構成される推進組織を設立する

事業主体

（仮称）岸和田市丘陵地区土地改良事業事業名

１－２１－２ 「農的整備エリア」について「農的整備エリア」について

『『土地改良事業土地改良事業』』は、農用地指定を行い、区画形状やは、農用地指定を行い、区画形状や
農道、用排水路を整備し、営農効率の良い農地に整備農道、用排水路を整備し、営農効率の良い農地に整備
します。します。



６

１．「事業内容」について１．「事業内容」について

１－３１－３ 「自然保全エリア」について「自然保全エリア」について

自然保全エリアについては、今後、現状の環境調査自然保全エリアについては、今後、現状の環境調査
等を行い、現況の地形等を活かした整備保全を検討し等を行い、現況の地形等を活かした整備保全を検討し
ます。ます。

そのため環境ワーキングを平成そのため環境ワーキングを平成2121年度より設立し、年度より設立し、
自然や生活環境を調査検討することと共に、地区にあ自然や生活環境を調査検討することと共に、地区にあ
る水系（溜池）調査や、景観・地域の行事、慣習などる水系（溜池）調査や、景観・地域の行事、慣習など
調査し、「丘陵地区らしい」まちづくりを計画します。調査し、「丘陵地区らしい」まちづくりを計画します。



７

２．「土地利用計画図」について２．「土地利用計画図」について

※※「農的整備エリア」のうち「農的整備エリア」のうち
『『土地改良事業土地改良事業』』として現時点として現時点
で考えているエリアは、「Ａ－で考えているエリアは、「Ａ－
３工区」「Ｂ工区」「Ｃ－１工３工区」「Ｂ工区」「Ｃ－１工
区」を考えています。区」を考えています。



８

～第４回協議会資料より

第１段階：同じ第１段階：同じ『『思い思い』』の人が集まるの人が集まる

第２段階：第２段階：『『思い思い』』に合う事業を行うに合う事業を行う

３．土地交換について３．土地交換について

３－１３－１ 土地交換について土地交換について



９

①① 地区全域の土地評価について画一的な基準を定める。地区全域の土地評価について画一的な基準を定める。

自然保全自然保全

エリア希望エリア希望

都市的整備都市的整備
エリア希望エリア希望

農的整備農的整備
エリア希望エリア希望

《《希望するエリアへ転出入希望するエリアへ転出入》》《《現在の土地所有と利用の希望現在の土地所有と利用の希望》》

第１段階：転出入第１段階：転出入

各土地の各土地の
共通評価基準共通評価基準

３－２３－２ 土地交換のルールについて土地交換のルールについて

②② 現在の土地所在地による評価を行なう。（将来の整備エリアに現在の土地所在地による評価を行なう。（将来の整備エリアによよ
るる評価の影響を受けない。）評価の影響を受けない。）

③③ 土地交換（換地）は、二段階として進める。土地交換（換地）は、二段階として進める。



１０

《《転出入が完了転出入が完了》》

第２段階：整備第２段階：整備

道路など道路など

基盤整備基盤整備

各エリアの各エリアの

共通評価基準共通評価基準

《《事業実施事業実施》》



１１

４．スケジュールについて４．スケジュールについて

丘陵地区の整備を進めるために、今後予定している丘陵地区の整備を進めるために、今後予定している
スケジュールは下記のとおりとなりますスケジュールは下記のとおりとなります

■平成■平成2222年度年度
平成平成2222年８月上旬年８月上旬 地元説明会地元説明会

（事業計画素案、スケジュールなど）（事業計画素案、スケジュールなど）

平成平成2222年年1010月下旬月下旬 地元説明会地元説明会
（事業計画、土地交換など）（事業計画、土地交換など）

平成平成2222年年1212月上旬月上旬 地元説明会地元説明会
（事業参加の条件、土地交換など）（事業参加の条件、土地交換など）

平成平成2323年２月～３月年２月～３月 地元説明会地元説明会
（事業参加者の意向確認）（事業参加者の意向確認）



１２

■平成■平成2323年度年度 土地交換の実施土地交換の実施

■平成■平成2424年度年度 法手続き法手続き
（市街化区域編入、事業認可など）（市街化区域編入、事業認可など）

■平成■平成2525年度年度 農整備事業農整備事業 着手着手

■平成■平成2626年度年度 都市整備事業都市整備事業 着手着手



１３

５．今後について５．今後について

丘陵地区の整備を進めるためには、地権者の思いや丘陵地区の整備を進めるためには、地権者の思いや
考えなどの意向を把握し、土地交換を始め基盤整備後考えなどの意向を把握し、土地交換を始め基盤整備後
の土地利用について地権者の相談や提案を行なっていの土地利用について地権者の相談や提案を行なってい
く「丘陵地区整備機構」の役割が非常に重要となりまく「丘陵地区整備機構」の役割が非常に重要となりま
す。す。



１

＜イメ－ジ図＞

１４



１５

これまで基本構想にあるよう、各ゾーンに分け、 事業
を進めていくことを検討してきました。

今後、農地として、宅地として土地を利活用していくに
あたり、地権者それぞれが意向を決めていかなければ
なりません。

丘陵地区整備の進め方



地権者がどのように土地利用を図っていくのか

• 個人でできること

・現在、農業をしていて、引き続き農業をしていく

・自宅を建築する など

土地の利用について個人ででき、また利用する

イメージができている。

１６



• 複数でできること

・現在は農業をしているが、後継者がおらず、続けて
いくことに不安がある

一人では難しいが、同じ目的を持つ人が集まる

ことで活用の可能性が広がる

・整備後の土地が小さく利用が難しい など

１７



• 土地利用をどのように図っていいかわからない

都市や農といわれても、どのような土地利用をして

いいかわからないため、自分がどのエリアで土地を
持つべきか判断できない

１８



複数でできることを誰がするのか？

複数でできる場合、またしなければ困難な場合

・自分たちでグループをつくる

・誰かに支援を求める

１９



機構の関わり方

• 機構の関わり方として

などが、あります

調整 相談 仲介 自ら動く

２０



例えば、、、

農地として利用したいが、自分で耕作することは難し
い地権者がいた場合

相談

同じ地権者としての思いがわかり、またの 農
業についての知識がある者が知恵を出しあい、
一緒に検討する

２１



おわりに

今後、機構協議会のようにさまざまな視点から、問題
点を見つけ、また知恵を出しあい、地権者とともに検討

していく場が必要です。

２２


